
問 市
　
長 

市
　
長 

問 市
　
長 

市
　
長 

問 市
　
長 
市
　
長 

問 問 市
　
長 

市
　
長 

市
　
長 

市
　
長 

小林 克之 
議 員 

市民ネット 

栗原 　収 
議 員 

自民ネクスト 

公
明
党
議
員
会
代
表
質
問 

小
林
　
克
之
　
議
員 

○
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て 

・
市
長
に
な
っ
て
感
じ
た
本
市
の
現
状 

・
所
信
表
明
で
の
産
業
施
策 

・
足
利
再
生
プ
ラ
ン 

・
行
政
経
営
改
革 

・
市
の
無
形
文
化
財
で
あ
る
八
木
節 

 

み
ら
い
ク
ラ
ブ
代
表
質
問 

中
島
　
由
美
子
　
議
員 

○
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て 

・
本
市
に
将
来
展
望 

・「
オ
ー
ル
足
利
」
の
態
勢 

・
足
利
再
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
産
業
」 

・
足
利
再
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
教
育
」 

・
足
利
再
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
観
光
」 

・
買
い
物
弱
者
対
策 

○
予
防
医
療
に
つ
い
て 

・
風
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
成
事
業
の
推
進 

 

公
明
党
議
員
会
代
表
質
問 

平
塚
　
　
茂
　
議
員 

○
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て 

・
産
業
の
活
性
化 

・
家
庭
教
育
と
道
徳
教
育 

・
観
光
施
策 

・
道
の
駅
建
設 

・
競
馬
場
跡
地
活
用 

・
足
利
簡
易
保
険
総
合
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
予
定
地
跡
地
の
利
用 

平成２５年８月１日発行 足利市議会だより 

一
般
質
問
の
主
な
項
目 

第３２５号 

4

就
任
あ
い
さ
つ 

就
任
あ
い
さ
つ 

（
9
頁
へ
続
く
） 

認
識
し
て
い
る
の
で
、
今
後
も
民
営
化
の

実
現
に
向
け
鋭
意
努
力
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
道
の
駅
構
想
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
庁
内
で
の
検
討
や
足
利
市
「
道
の
駅
」

建
設
協
議
会
の
協
議
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
、

議
会
と
協
議
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た

い
。 

　
足
利
赤
十
字
病
院
及
び
「
子
ど
も

の
た
め
の
施
設
」
等
の
完
成
後
の
交

通
事
情
等
を
踏
ま
え
、
西
部
地
区
に
北
関

東
自
動
車
道
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
（
ハ
イ
ウ
ェ

イ
・
オ
ア
シ
ス
）
の
建
設
が
必
要
で
あ
る
。

早
急
に
国
、
県
と
の
連
携
を
図
る
べ
き
で

は
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
設
置
に
つ

い
て
、
ま
ず
は
国
・
県
・
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東

日
本
と
設
置
の
た
め
の
意
見
交
換
や
情
報

収
集
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
ハ
イ

ウ
ェ
イ
・
オ
ア
シ
ス
は
、
道
路
区
域
外
の

都
市
公
園
及
び
地
域
振
興
施
設
等
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
と
あ
わ
せ
て

研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

　
道
の
駅
に
つ
い
て
は
、
庁
内
検
討

会
及
び
建
設
協
議
会
で
検
討
さ
れ
た

も
の
の
、
い
ま
だ
議
会
で
候
補
地
を
決
定

し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く

の
市
民
か
ら
道
の
駅
建
設
に
対
し
懐
疑
的

な
意
見
を
聞
く
。
こ
の
際
、
本
事
業
の
見

直
し
を
提
案
す
る
が
、
考
え
方
を
聞
き
た

い
。 

　
　
　
　
　
足
利
市
「
道
の
駅
」
建
設
協

議
会
の
中
で
は
、
市
内
の
関
係
団
体
や
関

係
機
関
等
か
ら
、
道
の
駅
を
整
備
す
る
に

当
た
っ
て
の
施
設
内
容
や
運
営
方
法
な
ど

具
体
的
で
建
設
的
な
意
見
が
出
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
し
て
、
今
後
、

議
会
と
協
議
し
て
い
き
た
い
。 

 

市
長
が
掲
げ
て
い
る 

「
足
利
再
生
プ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
問
う
！ 

     

　
平
成
25
年
第
2
回
臨
時
会
に
お

け
る
市
長
の
所
信
表
明
の
中
で
、
産

業
施
策
が
足
利
再
生
の
最
優
先
課
題
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
が
、
市
長
が
目
指
す
産

業
施
策
は
、
前
市
長
が
取
り
組
ん
で
き
た

施
策
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
聞
き
た
い
。 

　
　
　
　
　
私
に
は
、
国
や
県
と
の
太
い

パ
イ
プ
が
あ
る
。
ま
た
、
全
国
に
２
千
人

を
越
え
る
新
聞
記
者
時
代
の
仲
間
が
散
ら

ば
っ
て
お
り
、
情
報
を
察
知
で
き
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
最
大
限
に
活
用
し
、
産
業
振
興
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
、
大
き
な
違

い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

　
教
育
・
子
育
て
輝
き
プ
ラ
ン
の
中

で
掲
げ
て
い
る
「
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
時
間
延
長
と
対
象
学
年
を
6
年
生

ま
で
拡
大
」
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
構
想

を
聞
き
た
い
。 

　
　
　
　
　
現
在
、
市
内
に
は
41
カ
所

の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
28
ク

ラ
ブ
が
６
年
生
ま
で
受
け
入
れ
て
い
る
。

ま
た
、
受
け
入
れ
時
間
に
つ
い
て
は
、
午

後
6
時
ま
で
が
14
ク
ラ
ブ
、
6
時
30

分
以
降
が
27
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
す
べ
て

の
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
６
年
生
ま
で
の
受
け

入
れ
と
時
間
延
長
に
つ
い
て
は
、
総
合
的

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
年
度
、
小

学
生
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
希
望

調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ

の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
の
市
全
体

の
構
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

　
行
政
経
営
改
革
3
本
の
矢
の
行
財

政
の
姿
勢
の
中
に
「
公
契
約
条
例
制

定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
」
を
掲
げ

て
い
る
。
こ
れ
は
早
期
に
制
定
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
具
体
的
な
見
解
を
聞
き
た
い
。 

　
　
　
　
　
公
契
約
条
例
の
趣
旨
に
つ
い

て
は
、
賛
同
す
べ
き
点
も
多
い
こ
と
か
ら
、

今
後
、
国
に
お
け
る
法
整
備
の
状
況
や
県 

及
び
他
市
の
動
向
に
つ
い
て
注
視
し
て
い

く
。
ま
た
、
先
進
自
治
体
の
運
用
状
況
や

そ
の
効
果
等
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
調
査
研

究
を
進
め
る
な
ど
、
制
定
に
向
け
た
取
り

組
み
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。 



足利市議会基本条例（保存版） 

こ
の
頁
は
取
り
は
ず
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

5

条
例
制
定
の
背
景 

　
足
利
市
議
会
で
は
、
地
方
分
権
の

進
展
に
伴
い
、
市
議
会
の
責
務
が
大

き
く
な
る
中
、「
市
民
か
ら
信
頼
さ
れ

る
議
会
」「
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
」

「
市
民
参
加
を
推
進
す
る
議
会
」
を
目

指
す
た
め
、「
足
利
市
議
会
基
本
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
条
例
は
、
議
長
の
諮
問
機
関

で
あ
る
足
利
市
議
会
改
革
推
進
協
議

会
の
検
討
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
、
同
協
議
会
の
専
門
部
会
と
し
て

立
ち
上
げ
ら
れ
た
「
条
例
部
会
」
に

お
い
て
検
討
を
重
ね
、
市
議
会
に
お

け
る
最
高
規
範
と
し
て
、
平
成
25
年

６
月
19
日
の
本
会
議
に
お
い
て
可
決

さ
れ
成
立
し
ま
し
た
。 

条
例
の
特
徴 

○
足
利
市
議
会
の
最
高
規
範
で
あ
る

条
例 

　
足
利
市
議
会
の
最
高
規
範
で
あ
る

条
例
と
し
て
、
更
な
る
議
会
改
革
を

遂
行
し
ま
す
。 

○
議
員
相
互
間
の
自
由
討
議 

　
議
員
相
互
間
の
自
由
討
議
を
促
進

し
、
条
例
、
意
見
書
等
の
議
案
提
出

を
積
極
的
に
行
え
る
よ
う
努
め
ま
す
。 

○
情
報
提
供
、
情
報
公
開
等 

　
議
会
活
動
に
つ
い
て
積
極
的
に
情

報
を
提
供
し
、
市
民
と
の
情
報
共
有

に
努
め
ま
す
。 

○
議
会
報
告
会 

　
市
民
に
議
会
活
動
や
市
政
の
情
報

を
提
供
し
、
意
見
を
交
換
す
る
場
と

し
て
議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

　
足
利
市
議
会
基
本
条
例 

　
　
目
　
　
次 

前
　
文 

第
１
章
　
総
則
（
第
１
条
） 

第
２
章
　
議
会
及
び
委
員
会
等
の
運
営

（
第
２
条
―
第
８
条
） 

第
３
章
　
議
員
の
責
務
及
び
活
動 

　
　
　
　（
第
９
条
―
第
13
条
） 

第
４
章
　
市
民
と
議
会
の
関
係 

　
　
　
　（
第
14
条
―
第
19
条
） 

第
５
章
　
市
長
等
と
議
会
及
び
議
員

の
関
係 

　
　
　
　（
第
20
条
―
第
24
条
） 

第
６
章
　
議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬 

　
　
　
　（
第
25
条
―
第
26
条
） 

第
７
章
　
議
会
の
補
助
的
機
構
等 

（
第
27
条
―
第
28
条
） 

第
８
章
　
最
高
規
範
性
及
び
検
証 

（
第
29
条
―
第
30
条
） 

附
　
則 

 

前
　
文 

　
足
利
市
議
会
（
以
下
「
議
会
」
と

い
う
。）
は
、
足
利
市
民
（
以
下
「
市

民
」
と
い
う
。）
に
選
ば
れ
た
足
利
市

議
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。）

で
構
成
す
る
代
表
機
関
で
あ
り
、
同

じ
く
市
民
に
選
ば
れ
た
足
利
市
長
（
以

下
「
市
長
」
と
い
う
。）
と
と
も
に
市

民
の
意
思
を
代
弁
す
る
責
務
を
負
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
代
表
機
関

は
、
と
も
に
市
民
の
信
託
を
受
け
て

活
動
し
、
議
会
は
多
人
数
に
よ
る
合

議
制
の
議
事
機
関
と
し
て
、
二
元
代

表
制
の
一
翼
を
担
い
市
民
福
祉
の
向

上
及
び
市
勢
の
伸
展
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

　
そ
の
た
め
に
、
議
会
は
、
そ
の
責

務
を
自
覚
し
て
、
行
政
に
対
す
る
監

視
機
能
及
び
立
法
機
能
を
十
分
発
揮

し
、
最
良
の
意
思
決
定
を
行
う
た
め
、

地
方
自
治
の
本
旨
の
実
現
を
使
命
と

し
、
自
治
体
の
自
立
に
対
応
で
き
る

議
会
へ
と
自
ら
改
革
す
る
も
の
で
あ

る
。 

　
さ
ら
に
、
議
会
は
、
こ
の
自
己
変

革
に
あ
た
り
、
市
民
の
多
様
な
意
見

を
把
握
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
公
平
、
公
正
か
つ
透
明
な
議
会
運

営
や
開
か
れ
た
議
会
づ
く
り
を
推
進

し
、
広
く
情
報
の
提
供
と
共
有
化
を

図
り
な
が
ら
、
市
民
の
積
極
的
な
参

加
を
求
め
て
い
く
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

　
議
会
は
、
平
成
10
年
か
ら
議
会
改

革
推
進
協
議
会
を
設
置
し
、
以
後
積

極
的
に
議
会
改
革
の
取
組
を
進
め
て

き
た
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
不
断
の

努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
更

な
る
改
革
を
遂
行
し
、
市
民
か
ら
信

頼
さ
れ
る
議
会
、
市
民
に
開
か
れ
た

議
会
及
び
市
民
参
加
を
推
進
す
る
議

会
を
目
指
す
べ
く
、
こ
こ
に
議
会
の

最
高
規
範
と
し
て
の
足
利
市
議
会
基

本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た

制
定
し
ま
し
た 

　
こ
の
条
例
は
、
市
議
会
の
基
本
理
念
・
基
本
方
針
、

市
議
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
議
員
の
責
務
を
定
め
た

も
の
で
す
。 

●足利市議会基本条例は平成25
年6月19日から施行します。 
●今後、条例に盛り込んだ内容
を実現するための基準を定め、
具体的活動を推進します。 
●足利市議会ホームページでも
条例文を閲覧できます。 

市
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
推
進 

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た

制
定
し
ま
し
た 
足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た 




